
豊中市南部地域の学校跡地に関する個別活用計画改訂の新旧対照表 

（傍線の箇所は，改正部分を示す。） 

（  現   行  ） （ 改  訂  案 ） 
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（  現   行  ） （ 改  訂  案 ） 

2. 南部地域の概況について 

 2.2 人口推計 

 

豊中市の将来人口※は若干減少するものの、約 40万人で推移する。 

一方、南部地域の将来人口は減少し、平成 27年（2015年）の約 6万人

から令和 27年（2045年）には約 4万人まで減少する。 

平成 27 年（2015 年）では庄内駅周辺は 4,000 人以上～5,000 人未満の

集積があるものの、平成 47 年（2035 年）では 2,000 人～3,000 人未満

まで減少し、南部地域全体としてはすべての地区で 3,000 人未満とな

る。 

 

（省略） 

 

 
 

 

 

2. 南部地域の概況について 

 2.2 人口推計 

 

豊中市の将来人口※は若干減少するものの、約 40万人で推移する。 

一方、南部地域の将来人口は減少し、平成 27年（2015年）の約 6万人

から令和 27年（2045年）には約 4万人まで減少する。 

平成 27 年（2015 年）では庄内駅周辺は 4,000 人以上～5,000 人未満の

集積があるものの、令和 17 年（2035 年）では 2,000 人～3,000 人未満

まで減少し、南部地域全体としてはすべての地区で 3,000 人未満とな

る。 

 

（省略） 

 

 
 

 

 



（  現   行  ） （ 改  訂  案 ） 

5. 学校跡地活用の前提条件について 

 5.2 各学校跡地について 

  5.2.1 野田小学校・第十中学校 

 

（省略） 

 

校舎・土地活用の考え方 

【校舎】 

 

（省略） 

 

○起債の条件として、（仮称）庄内さくら学園建設時には、校舎は解

体または売却する必要がある。 

【土地】 

○義務教育学校の開校や（仮称）南部コラボセンターの開設をはじ

め、都市計画道路や連続立体交差事業の検討、さらには新大阪駅や

うめきたの再開発など、南部地域を取り巻く環境はさらに変化して

いくことが予想される。 

 

（省略） 

 

5. 学校跡地活用の前提条件について 

 5.2 各学校跡地について 

  5.2.2 野田小学校・庄内さくら学園中学校（旧 第十中学校） 

 

（省略） 

 

校舎・土地活用の考え方 

【校舎】 

 

（省略） 

 

○起債の条件として、庄内さくら学園建設時には、校舎は解体または

売却する必要がある。 

【土地】 

○義務教育学校の開校や庄内コラボセンターの開設をはじめ、都市計

画道路や連続立体交差事業の検討、さらには新大阪駅やうめきたの

再開発など、南部地域を取り巻く環境はさらに変化していくことが

予想される。 

 

（省略） 

 



（  現   行  ） （ 改  訂  案 ） 

 
 

 
 

 

 


